
ₒ ⇔ 4、5ₓ 

「性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方」を 

検討するための調査研究について 

調査研究名 調査概要 進捗状況 

１ 性犯罪被害者の心理等についての調査研究（衆・法務委附帯決議２項，

参・法務委附帯決議２項） 

心理学的・精神医学的知見

等についての調査研究 

性犯罪被害者の心理に関する心

理学的・精神医学的知見と捜

査・公判におけるその活用の在

り方に関する調査研究 

研究員において調査研

究を終了し，現在，取

りまとめ中。今後，本

調査研究結果を捜査・

公判等の実務に活用さ

せる予定 

２ 性犯罪等被害の実態把握のための調査研究（衆・法務委附帯決議４項，

参・法務委附帯決議６項） 

性犯罪を含む各種犯罪の被

害の動向に関する調査研究 

性犯罪を含む各種犯罪の被害の

動向に関する公式な統計に基づ

いた分析 

毎年「犯罪白書」にお

いて公表 

第５回犯罪被害実態（暗

数）調査 

性的な被害の暗数を含む犯罪被

害の実態調査。全国 16 歳以上

の男女 6,000 人に対し，訪問調

査員による聴き取り調査を実

施。ただし，性的な被害につい

ては，自記式による調査を実施 

現在，性的な被害に関

する調査結果を集計

し，取りまとめ中 

３ 性犯罪者に対する多角的な調査研究（参・法務委附帯決議９項） 

刑事施設における性犯罪再

犯防止指導の処遇効果の検

証 

性犯罪再犯防止指導の受講者及

び非受講者それぞれの再犯状況

の調査・分析 

現在，調査結果を分析

中 

保護観察所における性犯罪

者処遇プログラムの効果的

実施のための調査研究 

性犯罪者処遇プログラムを受講

した者の保護観察開始後の再犯

状況の調査・分析等 

性犯罪の動向や性犯罪者の

類型別の実態等を明らかに

する性犯罪に関する研究 

性犯罪の動向や性犯罪対象者

を，例えば児童に対する犯罪な

どのように類型化して，それら

の特性や実態等を明らかにする 

法務総合研究所研究部

報告 55 号として発刊

（平成 28 年３月） 

４ 性犯罪に関する罰則の運用状況等についての調査（附則９条等） 

改正後の規定の施行状況に

ついての調査 

改正後の刑法の罰条を適用した

事件の捜査処理等の状況（監護

者わいせつ・監護者性交等罪の

起訴人員・件数等）を調査 

平成 31 年１月末時点

における件数を集計 

裁判例等の継続的調査 改正後の強制性交等罪や監護者

性交等罪等に関する裁判例につ

いて調査 

継続的に実施 

外国法制の継続的調査 諸外国における性犯罪に関する

法制及びその具体的な運用につ

いて調査 

継続的に実施 
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「性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループ」

の活動状況について 

第１回 平成３０年５月２２日開催 

第２回 平成３０年７月３１日開催 

○ 犯罪被害者支援に携わっている弁護士からのヒアリング

第３回 平成３０年９月１２日開催 

○ 特定非営利活動法人性暴力救援センター・東京（ＳＡＲＣ

東京）の事務所見学

○ 理事長からのヒアリング

第４回 平成３０年１１月２６日開催 

○ 性犯罪被害者２名からのヒアリング

第５回 平成３１年１月１５日開催 

○ 川越少年刑務所における性犯罪再犯防止指導の視察等

○ 性犯罪受刑者処遇に携わる専門家からのヒアリング

第６回 平成３１年３月１１日開催 

○ 性犯罪加害者処遇に携わる専門家からのヒアリング

○ 法務省における性犯罪に関する施策検討に向けた調査研究の

中間報告

第７回 令和元年５月２４日開催 

○ 性犯罪被害者支援に携わる被害者心理学の専門家からのヒア

リング

第８回 令和元年７月１２日開催 

○ 性犯罪被害者支援に携わる被害者心理学の専門家からのヒア

リング

【通し番号4、5】 
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法
務
省
の
人
権
擁
護
機
関
に
よ
る
子
ども
の
人
権
問
題
に
関
す
る
取
組

『
子
ど
も
の
人
権
11
0番
』
は
，
「
い
じ
め
」
や
体
罰
，
虐
待
と
い
っ
た
子
ど
も
を
め
ぐ
る
様
々
な
人
権
問
題
に
つ
い
て
の
相
談
を
受
け
付
け
る
専
用
相
談
電
話

電
話
は
，
最
寄
り
の
法
務
局
・
地
方
法
務
局
に
つ
な
が
り
，
法
務
局
職
員
又
は
人
権
擁
護
委
員
が
相
談
に
応
じ
，
子
ど
も
が
相
談
し
や
す
い
体
制
を
整
備

子
ど
も
の
人
権
1
1
0
番
（
全
国
共
通
・通
話
料
無
料
）
０
１
２
０
－
０
０
７
－
１
１
０

［
具
体
的
施
策
の
例
］

・
専
用
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
「
子
ど
も
の
人
権
11
0 番
」
の
設
置
・広
報

・
被
害
申
告
が
あ
っ
た
場
合
に
は
，
人
権
侵
犯
事
件
と
し
て
調
査
の
上
，
事
案
に
応
じ
た
救
済
措
置
を
講
ず
る
。

・
性
的
な
画
像
を
含
む
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
人
権
侵
害
情
報
に
つ
い
て
削
除
方
法
の
助
言
等
必
要
な
支
援
を
行
う
。

・
人
権
相
談
活
動
を
強
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
，
全
国
一
斉
「
子
ど
も
の
人
権
11
0 番
」
強
化
週
間
を
実
施
し
，
平
日
の
電
話
相
談
受
付

時
間
を
延
長
す
る
と
と
も
に
，
土
・
日
曜
日
も
電
話
相
談
に
応
じ
て
い
る
（
令
和
元
年
度
は
，
令
和
元
年
8月

29
日
（
木
）
～
同
年
9月

4日
（
水
）
に
実
施
予
定
）
。

子
ど
も
の
人
権
Ｓ
Ｏ
Ｓ
ミ
ニ
レ
タ
ー
（
便
箋
兼
封
筒
）

全
国
の
小
中
学
校
の
児
童
・
生
徒
を
対
象
に
，
便
箋
兼
封
筒
付
き
の
ミ
ニ
レ
タ
ー
を
配
布
し
，
法
務
局
職
員
又
は
人
権
擁
護
委

員
が
返
信

子
ど
も
の
人
権
Ｓ
Ｏ
Ｓ
-e
メ
ー
ル
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
人
権
相
談
）

パ
ソ
コ
ン
，
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
，
携
帯
電
話
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
，
い
つ
で
も
人
権
相
談
す
る
こ
と
が
で
き
，
後
日
，
最

寄
り
の
法
務
局
か
ら
メ
ー
ル
，
電
話
又
は
面
談
に
よ
り
回
答

人
権
相
談
・調
査
救
済
活
動

人
権
啓
発
活
動

［
具
体
的
施
策
の
例
］

・
「
女
性
の
人
権
を
守
ろ
う
」
及
び
「
子
ど
も
の
人
権
を
守
ろ
う
」
を
啓
発
活
動
強
調
事
項
と
し
て
掲
げ
，
講
演
会
の
開
催
，
啓
発
冊
子
の
配
布
，
D
V 防
止
や
児
童
虐

待
防
止
を
テ
ー
マ
と
し
た
啓
発
ビ
デ
オ
の
Yo
uT
ub

e法
務
省
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
の
配
信
等
の
各
種
啓
発
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
，
子
ど
も
の
相
談
し
や
す
い
相
談
体
制
の
整
備
に
向
け
て
，
S
N
S
を
利
用
し
た
Ｌ
ＩＮ
Ｅ
に
よ
る
人
権
相
談
の
試
行
を
実
施
。

【通し番号
36、45】 
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法
務
省
の
人
権
擁
護
機
関
の
専
用
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
「女
性
の
人
権
ホ
ット
ラ
イ
ン
」に
つ
い
て

「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
は
，
配
偶
者
や
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
，
職
場
等
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
，
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
と
い
っ
た
女
性
を
め
ぐ
る
様
々
な
人
権
問
題
に
つ
い
て
の
相
談
を
受
け
付
け
る
専
用

相
談
電
話

電
話
は
，
最
寄
り
の
法
務
局
・
地
方
法
務
局
に
つ
な
が
り
，
相
談
は
，
女
性
の
人
権
問
題
に
詳
し
い
法
務
局
職
員

又
は
人
権
擁
護
委
員
が
対
応

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
（
全
国
共
通
）
０
５
７
０
－
０
７
０
－
８
１
０
［
ゼ
ロ
ナ
ナ
ゼ
ロ
の
ハ
ー
ト
ラ
イ
ン
］

［
具
体
的
施
策
の
例
］

・
専
用
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
の
設
置
・
広
報

・
被
害
申
告
が
あ
っ
た
場
合
に
は
，
人
権
侵
犯
事
件
と
し
て
調
査
の
上
，
事
案
に
応
じ
た
救
済
措
置
を
講
ず
る
。

・
性
的
な
画
像
を
含
む
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
人
権
侵
害
情
報
に
つ
い
て
削
除
方
法
の
助
言
等
を
行
う
。

・
人
権
相
談
活
動
を
強
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
，
全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間
を
実
施
し
，
平
日
の
電
話
相
談
受
付
時
間

を
延
長
す
る
と
と
も
に
，
土
・
日
曜
日
も
電
話
相
談
に
応
じ
て
い
る
（
令
和
元
年
度
は
，
令
和
元
年

11
月
18
日
（
月
）
～
同
月
24
日
（
日
）
に
実
施
予
定
）
。

［
女
性
を
被
害
者
と
す
る
主
な
救
済
措
置
の
事
例
］

・
夫
の
妻
に
対
す
る
DV

夫
の
暴
力
的
行
為
か
ら
逃
れ
る
た
め
子
ど
も
と
共
に
親
族
宅
に
避
難
し
て
い
た
女
性
か
ら
，
法
務
局
の
相
談
電
話

「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
に
相
談
が
さ
れ
た
事
案
。

相
談
を
受
け
た
Ａ
法
務
局
は
，
被
害
者
が
自
宅
の
あ
る
県
内
の
シ
ェ
ル
タ
ー
へ
の
避
難
を
希
望
し
て
い
た
こ
と
か
ら
，

速
や
か
に
被
害
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
Ｂ
法
務
局
に
相
談
す
る
よ
う
案
内
す
る
と
と
も
に
，
Ｂ
法
務
局
に
対
し
，
相
談

内
容
を
連
絡
し
た
。
連
絡
を
受
け
た
Ｂ
法
務
局
は
，
当
日
中
に
被
害
者
と
の
面
談
を
実
施
の
上
，
被
害
者
と
共
に
市

役
所
の
担
当
課
に
赴
き
，
被
害
者
の
状
況
を
説
明
し
た
。
そ
の
結
果
，
被
害
者
ら
は
同
日
中
に
婦
人
相
談
所
の
シ
ェ

ル
タ
ー
に
一
時
保
護
さ
れ
た
。
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≪ＤＶ等被害者法律相談援助制度のご案内≫ 

■ご利用いただける方
ＤＶ、ストーカー、児童虐待を現に受けている方

■ご相談いただける内容
再被害の防止に関して必要な法律相談であれば、
刑事・民事問わずご相談いただけます。
法律相談は、弁護士との面談相談です。

■費用
一定の基準を超える資産をお持ちの方には、後日、
相談料（５，４００円）をご負担いただきます。

《資産基準》

 

ＤＶ、ストーカー、児童虐待の被害にあわれている方へ 

平成３０年１月２４日 
ＤＶ等被害者法律相談援助が始まりました。 

ＤＶ等被害者法律相談援助は、ＤＶ、ストーカー、児童虐待を現に受けている方を 
対象とする法律相談制度です。 

    法テラスは、国が設立した公的な法人です。 

法テラスでは、犯罪被害にあわれた方やご家族に対し、 
「支援」に関するさまざまな情報をご案内しています。 
○相談窓口、法制度のご紹介
○犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士のご紹介

○弁護士費用等の援助制度（ご利用には一定の要件があります。）

法律相談実施時に有する処分可能な現金・預貯金の合計額が300万円以下 
であること 
※ＤＶ、ストーカー、児童虐待の被害により、法律相談実施日から１年以内に
支出することとなると認められる費用の額（治療費など）は、現金・預貯金の
合計額から控除します。

【通し番号44】 
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《援助の利用に関するＱ＆Ａ》 

私名義の預貯金はありますが加害者に管理されているため、自由にお金を
引き出すことができません。引き出せないお金も「資産」になりますか？ 

利用するための条件はありますか？ 

 ＤＶ、ストーカー、児童虐待（※１）を現に受けている方（※２）であれば、資力にかか
わらずご利用いただけます（※３）。 

○ＤＶ・・・・・・・・配偶者や事実上の配偶者、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力のことをいいます。
○ストーカー・・・特定の者に対する恋愛感情又はそれが満たされない怨恨の感情を満たす目的で、つきまといや

 ＳＮＳを利用したメッセージ送信等の行為を繰り返し行うことをいいます。 
○児童虐待・・・保護者がその監護する児童（18歳未満）に対し、暴力を振るう、性的行為を要求する、食事を与え

ない、目の前で家族への暴力をふるうなどの行為を行うことをいいます。 

※１ 児童虐待防止法の対象が「18歳未満の児童」となっていることから、18歳以上の方には児童虐待に関する法律相談をご利用
  いただけませんので、ご了承ください。 

※２ ＤＶ、ストーカー、児童虐待を現に受けている疑いがあると認められる方にも、ご利用いただけます。
※３ これらの被害にあわれている方でも、被害の状況等に応じ、他の制度をご案内する場合があります。

自由に引き出せない場合には、「資産」に含まれません。 
  資産基準の「資産」とは、法律相談実施時に自由に使える現金・預貯金をいいます。 
 具体的に「資産」に含まれるかどうかお知りになりたい方は、お近くの法テラスまでお問い合わせください。 

代理で相談を受けても良いですか？ 

 法律相談は、被害にあわれている方ご本人に受けていただく必要があります（※）。 
制度利用をご希望の場合には、被害にあわれている方ご本人から法テラスへお問い合わせください。 
※児童虐待の相談も同様です。

相談した弁護士に依頼したいのですが、弁護士費用が心配です。 

一定の要件に該当する方は、弁護士費用等の援助制度（※）をご利用いただけます。 
ご利用を希望される場合は、相談を担当した弁護士又は法テラスへお問い合わせください。 
※ＤＶ等被害者法律相談援助とは別の制度です。

申込みはどうすれば良いですか？ 

 お近くの法テラスまでお問い合わせください。 
担当者が被害の状況などをお伺いします。 

ＤＶ、ストーカー、児童虐待を
現に受けている方 

①問合せ

②選任
④面談による
相談実施

弁護士 

⑤報告

③担当弁護士の
ご連絡

＊代理の方による相談は 
  できません。 

法律相談後、弁護士に依頼したい場合は、
相談担当弁護士にその旨をお伝えください。 

《ご利用の流れ》 
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